
 

議案第１７３号 

 

川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月２７日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例 

川崎市準用河川占用料徴収条例（平成１２年川崎市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

種     別 単 位 占 用 料 

流水占

用料 

鉱工業その他の用に供するも

の 

占用許可水量毎

秒１リットルに

つき１月 

３５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１種電柱 

 

 

１本につき１月 

２８０円 

第２種電柱 ４４０円 

第３種電柱 ５９０円 

第１種電話柱 ２５０円 

第２種電話柱 ４１０円 

第３種電話柱 ５６０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地占

用料 

その他の柱類 ２５円 

共架電線その他上空に設ける

線類 
１メートルにつ

き１月 

３円 

地下電線その他地下に設ける

線類 
２円 

送電塔その他これに類するも

の 

１平方メートル

につき１月 
５１０円 

変圧塔その他これに類するも

の 
１個につき１月 ５１０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１円 

外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

１５円 

外径が０．１

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

２３円 

外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

３０円 



 

水管、下水道

管、ガス管そ

の他これらに

類するもの 

外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

 

１メートルにつ

き１月 
４６円 

外径が０．３

メートル以上

０．４メート

ル未満のもの 

６１円 

外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

１１０円 

外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

１５０円 

外径が１メー

トル以上のも

の 

３００円 

橋その他通路に供するもの 

１平方メートル

につき１月 

１７０円 

工事のための仮設建築物及び

臨時材料置場 
９８０円 

上記以外のもの 

川崎市道路占用料徴収条例（昭

和３０年川崎市条例第７号）別

表の規定に準じて市長が定める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

準用河川の土地占用料の額を改定するため、この条例を制定するものである。 


